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 ２０２１年度社会福祉法人実地指導の結果 

 

（１）実地指導の実施状況 

 今年度の実地指導実施状況とそれに伴う主な指摘事項については次のとおりとな

ります。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、時間を短縮して実

施しました。なお、監査の実績はありませんでした。 

 

対象法人数

※ 

 

実 施 法 人 数

(①) 

文書指摘 

法人数

(②) 

口頭指摘 

法人数 

延べ指摘 

事項数(③) 

文書指摘率 

(②／①) 

１法人当たり

指摘事項数

(③／①) 

４３ １３ ５ １３ ７７ ３８.４％  ５.９件 

※2022年 4月 1日現在 
 

（２）主な指摘事項 

今年度の実地指導における主な指導項目について、具体的事例を紹介します。

２０１７年に本格施行した改正社会福祉法への対応の不備に関する事項が多くみ

られました。 

 

文書指摘の具体的事例 

◇ 理事会への欠席が継続しており、名目的・慣例的に選任されていると考え

られる監事がいるので、是正すること。 

 社会福祉法人と監事は、委任に関する規定に従うこととされている。よって、監事

は、理事会に出席し、理事会の議論を把握し、理事の職務の執行を監督する等、善管

注意義務を果たさなければならない。 

 しかしながら、監事１名が前年度及び当該年度に開催された理事会を２回以上続け

て欠席しており、監事としての義務を果たしていない。 

（法第 38条、民法第 643条及び第 644条、審査基準第 3-1-(3)、ガイドラインⅠ-5-

(3)-1） 

＜改善の際の注意点＞ 

監事を選任する際は、理事会に出席し、法人の運営に参画できる人を選任してくだ

さい。また、理事会の開催を決定する前に、監事が参加できる日程で調整するように

してください。また、やむを得なく欠席する場合は、必ずその理由を議事録等に記録

を残すようにしてください。 
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◇ 理事長及び業務執行理事（選任されている場合）が、理事会において、3

か月に 1 回以上（※又は定款の規定により毎会計年度に 4 か月を超える間隔で

2 回以上）職務執行に関する報告をしていないため、是正すること。 

 定款では、理事長は、理事会において、3か月に 1回以上職務執行に関する報告す

ることとしている。 

 しかしながら、理事会で業務執行の報告を行っていなかった。 

（法第 45条の 16第 3項、ガイドラインⅠ-6-(1)-4） 

＜改善の際の注意点＞ 

 業務執行報告は、理事長等の職務執行状況をチェックするための重要な機会なの

で、対面（テレビ会議等を含む）での報告が必要となります。 

◇ 会計処理の基本的取扱いに沿った会計処理を行っていないため、是正する

こと。 

 賞与引当金は、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当該会計年度以前

の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができ

る場合に、当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用として繰り入れな

ければならない。 

 しかしながら、賞与引当金を計上していなかった。 

（会計省令第 5条第 2項第 1号、運用上の取扱い 6、18、留意事項 18の（2）、ガイ

ドラインⅢ－3－（3）－2、3） 

＜改善の際の注意点＞ 

賞与が支払われる年度の前年度に法人が負担すべき金額（賞与としてまだ支払って

いない前年度の対象月の分）について、法人の財務状況を正確に把握するためにも、

賞与引当金として計上してください。 

◇ 附属明細書について計算書類の金額と一致していないので、是正するこ

と。 

 附属明細書は計算書類の内容を補足する重要な事項を表示するものであり、計算書

類における金額と一致していなければならない。 

 しかしながら、法人単位事業活動計算書に施設整備等補助金収益が計上されている

が、補助金事業等収益明細書には記載がなかった。 

(会計省令第 30条、運用上の取扱い 25) 

＜改善の際の注意点＞ 

 附属明細書は、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の内容を補足する重

要な事項を表示するものなので、誤りや抜けがないか、各書類間の整合性の確認をす

るようにしてください。 
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口頭指摘の具体的事例 
指摘 

法人数 

○ 契約を適正な方法により行っていない。 

（入札通知、ガイドラインⅢ-4-(4)-4） 

８ 

＜改善の際の注意点＞ 

入札通知、経理規程に応じた数の見積りを徴取していない事例が多く

みられました。必要な数を徴取するようにしてください。また、稟議書

が作成されていない事例が多くみられました。必ず契約権限者による決

定、随意契約の理由等を明確にし、書面で残してください。 

○ 契約書又は請書を適正に作成していない。 

（入札通知、ガイドラインⅢ-4-(4)-4） 

７ 

＜改善の際の注意点＞ 

特に請書が作成されていない事例が多くみられました。契約書の作成

を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行

を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとすると経

理規程で定められています。 

○ 経理規程及びその細則等に定めるところにより事務処理が行われて

いない。 

（ガイドラインⅢ-3-(2)-1） 

６ 

＜改善の際の注意点＞ 

月次報告の期限超過、小口現金の支出限度額超過等の事例が多くみら

れました。期間や限度額が法人の実情に合っていなければ、経理規程を

改定することも考えられます。その際は、月次報告であれば予算編成、

小口現金であれば不正や事故の防止という本来の趣旨に照らして、必要

であれば検討してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 

根拠法令等 

略称 正式名称 

法 昭和26年3月29日法律第45号「社会福祉法」 

法施行規則 昭和 26年 6月 21日厚生労働省令第 28号「社会福祉法施行規則」 

ガイドライン 

平成 29年 4月 27日雇児発 0427第 7号・社援発 0427第 1号・老発

0427第 1号「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」別添

「社会福祉法人指導監査実施要綱」別紙「指導監査ガイドライン」 

審査基準 

平成 12年 12月 1日障第 890号・社援第 2618号・老発第 794号・児

発第 908号「社会福祉法人の認可について」別紙 1「社会福祉法人

審査基準」 

会計省令 平成 28年 3月 31日厚生労働省令第 79号「社会福祉法人会計基準」 

運用上の取扱

い 

平成 28年 3月 31日付雇児発 0331第 15号、社援発 0331第 39号、

老発 0331第 45号「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等

に関する運用上の取扱いについて」 

留意事項 

平成 28年 3月 31日雇児総発 0331第 7号・社援基発 0331第 2号・

障障発 0331第 2号・老総発 0331第 4号「社会福祉法人会計基準の

制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」 

入札通知 

平成 29年 3月 29日雇児総発 0329第 1号・社援基発 0329第 1号・

障企発 0329第 1号・老高発 0329第 3号「社会福祉法人における入

札契約等の取扱いについて」 

 


